
＊本セミナーは、企業の法務・知財部門のご責任者ならびに実務ご担当者を対象としています。個人のお客様や同業者（社内弁護士を除く）の方につきまして
　はご参加をお断りしますので、予めご了承ください。
＊応募多数の場合は抽選にて決定しますが、抽選の際は一社につき2名様までとさせていただきます。抽選結果につきましては、お申込時にご登録いただいた  
　メールアドレスに、開催 1週間くらい前までにお送りします。
＊講演レジュメは、お一人様 1部、講演参加者にのみ配布いたします。万一ご欠席された場合はお渡しできません。

ウエストロー・ジャパン リーガルセミナー
「債権法改正と改正消費者契約法」
講師　弁護士法人琴平綜合法律事務所　パートナー弁護士　児島 幸良
　　　　　　　　　　　　　　　　　　パートナー弁護士　北川 展子

日 時 ： 2016年 12月7日（水）　14：30～17：00（開場 14：00）

会 場 ： トムソン・ロイター　赤坂オフィス　セミナールーム　東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー30階 
　　　　　 http://www.biztower.net/access/img/access.pdf
申 込 先 ： webサイトよりお申し込みください。 http://www.westlawjapan.com/event/seminar/20161207.html

定　  員： 50名  ※申込み多数の場合は、抽選の上、抽選結果をご登録のメールアドレスにお送りします。

参 加 費 ： 無料

今国会で「民法の一部を改正する法律」「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が成立見込みです。また、今年
5月25日には「消費者契約法の一部を改正する法律」「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、今年10月20日に消費者庁が
「消費者契約法の一部を改正する法律（平成28年法律第61号）の一問一答」を公表しています。この一問一答も十分に活用しつつ、「改正消費者
契約法」や今般改正される「民法（債権関係）」等が企業法務に与える影響を整理し、コンプライアンス態勢整備や契約書見直し、業務で気を付ける
べき実務対応等について、わかりやすく解説いたします。



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

ウエストロー・ジャパン株式会社
商品詳細：www.westlawjapan.com  お問い合せ：info@westlawjapan.com　0120-100-482（月～金9:00～18:00）
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＊製品紹介については弊社担当者よりお話しいたします。
＊プログラム構成・内容は変更となる場合があります。予めご了承ください。

プログラム 

14：30～15：30 第1部　Ⅰ． はじめに
　　　　　　　　　　　  Ⅱ． 改正法の概要
　　　　                           1． 民法（債権法）改正の概要
　　　　                           　●改正の背景　●スケジュール　●概要と視点　●経過措置

15：30～15：45 【製品紹介】 Westlaw Japan　3つのアラート機能

15：45～16：00 コーヒーブレイク

16：00～17：00 第2部　Ⅱ． 改正法の概要（続き）
　　　　                           2． 消費者契約法を一部改正する法律の概要
　　　　                           　●改正の背景　●スケジュール　●概要と視点　●経過措置
　　　　                           3． その他の論点
　　　　                           　●解釈の明確化と実務対応上のポイント　●後続改正（消費者契約法）　●民法（債権法）改正法との連動

　　　　　　　　　　　  Ⅲ． 今後の展望

弁護士法人琴平綜合法律事務所
パートナー弁護士　児島 幸良（こじま ゆきなが）
1997年弁護士登録後、森綜合法律事務所（現 森･濱田松本法律事務所）に入所。2002年ハーバード・ロースクール（LL.M.）を卒業し、03年金融庁総務
企画局企画課へ出向。09年早稲田大学大学院法務研究科教授就任。12年消費者庁受託研究（社団法人商事法務研究会）にて、消費者契約法（実体
法部分）の運用状況に関する調査研究報告を担当。14年早稲田大学大学院法務研究科客員教授就任。16年弁護士法人小松綜合法律事務所（同年11
月に弁護士法人琴平綜合法律事務所に改称）の経営に参画。同年京都大学法科大学院法学研究科客員教授就任。主な論文に、「消費者契約法改正
の最新動向と金融実務への影響」（共著／金融法務事情2015.09.25号 No.2026）等がある。

パートナー弁護士　北川 展子（きたがわ のぶこ）
1997年弁護士登録後、あすか総合法律事務所（現 隼あすか法律事務所）に入所。2003年金融庁監督局にて任期付職員として勤務。14年日本証券
業協会法務参事就任（現任）。15年高知銀行社外取締役就任（現任）。16年弁護士法人小松綜合法律事務所（同年11月に弁護士法人琴平綜合法律
事務所に改称）の経営に参画。主な著書・論文に、「生命保険の法律相談」（共著）「Q&Aインターネットの法務と税務」（共著）「ビジネス法務2003年
4月号～その時どうする？～」等がある。


